
※幼稚園等が預かり保育を実施していない場合や、預かり保育が十分な水準
ではない場合に限り、認可外保育施設等の利用も無償化の対象となります。

幼児教育・保育の無償化フローチャート
※無償化の対象となるのは、世帯の状況、利用する施設・事業、子供の年齢によって異なります。

現在、通っている施設や利用している事業は？
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保育の必要性はありますか？
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※保育の必要性があるとは？
保護者が次のいずれかの事情にあり、家庭でお子さんを保

育することができない場合を指します。

①就労 ②妊娠・出産 ③保護者の疾病・障害

④同居親族の介護・看護 ⑤求職活動

⑥就学 ⑦その他
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